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○
公
安
委
員
会
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
聴

聞
等

手
続

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
令

和
８

年
５

月
19日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
渡

　
　

　
邉

　
　

　
直

　
　

　
二

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
６

号
大
分
県
公
安
委
員
会
聴
聞
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
聴

聞
等

手
続

規
則

（
平

成
８

年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

目
次

中
「

第
３

条
」

を
「

第
２

条
の

２
」

に
改

め
る

。
　

第
２

条
第

１
号

中
「

同
条

第
３

項
後

段
」

を
「

同
条

第
４

項
後

段
」

に
、

「
第

15条
第

３
項

後
段

」
を

「
第

15条
第

４
項

後
段

」
に

改
め

る
。

　
第

２
章

中
第

３
条

の
前

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

公
示

の
方

法
）

第
２
条
の
２

　
条

例
第

15条
第

４
項

前
段

（
条

例
第

22条
第

３
項

及
び

第
29条

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

規
定

す
る

規
則

で
定

め
る

方
法

は
、

公
安

委
員

会
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

（
入

出
力

装
置

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

と
公

示
事

項
（

条
例

第
15条

第
４

項
前

段
に

規
定

す
る

公
示

事
項

を
い

う
。

第
１

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

閲
覧

を
す

る
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
（

公
安

委
員

会
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
電

気
通

信
回

線
を

通
じ

て
接

続
で

き
、

正
常

に
通

信
で

き
る

機
能

を
備

え
た

も
の

に
限

る
。

）
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し
た

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
の

う
ち

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
も

の
と

す
る

。
一

　
公

安
委

員
会

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

た
公

示
事

項
を

当
該

公
示

事
項

の
閲

覧
を

す
る

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

の
映

像
面

に
表

示
す

る
も

の
二

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
さ

れ
た

自
動

公
衆

送
信

装
置

（
著

作
権

法
（

昭
和

45年
法

律
第

48号
）

第
２

条
第

１
項

第
９

号
の

５
イ

に
規

定
す

る
自

動
公

衆
送

信
装

置
を

い
う

。
）

を
使

用
す

る
も

の
　

第
11条

第
２

項
中

「
大

分
県

庁
内

の
公

安
委

員
会

の
掲

示
場

に
掲

示
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
」

を
「

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利
用

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
」

に
改

め
る

。
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
８

年
５

月
21日

か
ら

施
行

す
る

。
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　
大

分
県

公
安

委
員

会
等

に
係

る
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
令

和
８

年
５

月
19日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
渡

　
　

　
邉

　
　

　
直

　
　

　
二

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
７

号
大
分
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
等

に
係

る
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

規
則

（
令

和
３

年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

８
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
  第

１
条

中
「

国
家

公
安

委
員

会
の

所
管

す
る

法
令

に
係

る
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
15年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

６
号

）
第

11条
及

び
」

を
削

る
。

　
第

４
条

第
１

項
中

「
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
14年

法
律

第
151

号
。

以
下

「
情

報
通

信
技

術
活

用
法

」
と

い
う

。
）

第
６

条
第

１
項

又
は

」
を

削
る

。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

令

和

八

年

第

七

〇

六

号

五
月
十
九
日

（　火 曜 日　）

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
湯
平
温

泉
線

由
布
市
湯
布
院
町
湯
平
字
ク

マ
ノ
サ
カ
四
八
二
番
六
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
湯
平
字
霜

右
ヱ
門
畑
一
四
二
六
番
二
ま

で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
一
・
二

～　

四
・
〇

メ
ー
ト
ル

六
〇
・
四

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

Ｂ

二
一
・
二

～　

四
・
〇

六
〇
・
四

由
布
市
湯
布
院
町
湯
平
字
ク

マ
ノ
サ
カ
四
八
二
番
六
地
先

か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
湯
平
字
霜

右
ヱ
門
畑
一
四
二
六
番
二
地

先
ま
で

後

Ａ

一
六
・
四

 

～
一
一
・
八

七
三
・
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
判
田
犬
飼
線

大
分
市
大
字
端
登
字
下
原
三
三
一
六
番
二
か
ら

大
分
市
大
字
端
登
字
下
原
三
三
四
八
番
三
ま
で

令
八
・　

五
・
一
九

　
第

６
条

第
１

項
中

「
情

報
通

信
技

術
活

用
法

第
７

条
第

１
項

又
は

」
を

削
る

。
　

第
７

条
中

「
情

報
通

信
技

術
活

用
法

第
８

条
第

１
項

又
は

」
を

削
る

。
　

第
８

条
中

「
情

報
通

信
技

術
活

用
法

第
９

条
第

１
項

又
は

」
を

削
る

。
　

第
９

条
第

１
項

中
「

情
報

通
信

技
術

活
用

法
第

６
条

第
４

項
又

は
」

を
削

り
、

同
条

第
２

項
中

「
情

報
通

信
技

術
活

用
法

第
７

条
第

４
項

又
は

」
を

削
り

、
同

条
第

３
項

中
「

情
報

通
信

技
術

活
用

法
第

９
条

第
３

項
又

は
」

を
削

る
。

　
第

10条
を

削
る

。
　

第
11条

中
「

情
報

通
信

技
術

活
用

法
第

６
条

か
ら

第
９

条
ま

で
の

規
定

又
は

」
を

削
り

、
同

条
を

第
10条

と
す

る
。

　
第

12条
を

第
11条

と
す

る
。

附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
８

年
５

月
21日

か
ら

施
行

す
る

。
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
令

和
８

年
５

月
19日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
渡

　
　

　
邉

　
　

　
直

　
　

　
二

　
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

８
号

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
18年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
16号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

第
３

条
第

３
項

中
「

掲
示

」
の

次
に

「
又

は
表

示
」

を
加

え
る

。
　

第
10条

中
「

を
公

安
委

員
会

の
掲

示
板

に
掲

示
し

て
」

を
「

に
よ

り
」

に
改

め
る

。
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
８

年
５

月
21日

か
ら

施
行

す
る

。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

二



○
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
十
号

　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
（
平
成
六
年
大
分
県
大
分
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
告
示
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

阿　
　
　

部　
　
　

貴　
　
　

史　

　

第
四
条
中
「
そ
の
者
の
氏
名
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ

で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
委
員
会
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
」
を
「
公
示
の
方
法
」
に
改

め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
令
第
九
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
委
員

会
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
方
法
を
定
め
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
百
三
号
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数

の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
委
員
会

の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面

に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当

該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
者
（
」
の
下
に
「
前
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
三
項
中
「
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
」
を
「
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
」
に
改
め
、

「
と
、
」
の
下
に
「
同
条
第
二
項
中
」
を
加
え
、
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
」
を
削

り
、
「
、
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第
750号

　
令

和
７

年
２

月
20日

付
け

監
査

第
921号

の
行

政
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

に
基

づ
き

、
大

分
県

知
事

か
ら

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

199条
第

14項
の

規
定

に
よ

り
措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

令
和

８
年

５
月

19日
大

分
県

監
査

委
員

　
　

長
　

谷
　

尾
　

　
　

雅
　

　
　

通
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
　

　
野

　
　

　
恭

　
　

　
子

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

大
　

　
　

友
　

　
　

栄
　

　
　

二
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
阿

　
　

　
部

　
　

　
長

　
　

　
夫

　
１

　
令

和
６

年
度

行
政

監
査

テ
ー

マ
　

「
人

材
育

成
に

つ
い

て
」

２
　

令
和

６
年

度
行

政
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

に
基

づ
く

措
置

（
令

和
８

年
１

月
30日

現
在

）
⑴

　
概

　
　

　
要

　
「

措
置

済
」

１
件

（
う

ち
、

検
討

事
項

１
件

）
⑵

　
措

置
の

状
況

報
告

に
お

け
る

項
目

監
査

の
結

果
（

要
旨

）
措

置
の

内
容

及
び

監
査

対
象

所
属

１
　

人
材

育
成

に
関

す
る

方
針

等
の

状
況⑵

　
方

針
は

Ｄ
Ｘ

な
ど

新
た

な
課

題
に

対
応

し
た

内
容

に
随

時
更

新
さ

れ
て

い
る

か
。

　
　

（
検

討
事

項
）

（
現

　
　

状
）

　
大

分
県

人
材

育
成

方
針

に
基

づ
き

各
部

局
が

策
定

し
て

い
る

人
材

育
成

計
画

に
は

目
標

指
標

が
設

定
さ

れ
て

お
ら

ず
、

取
組

の
成

果
測

定
が

難
し

い
状

況
に

あ
る

。
（

検
討

事
項

１
）

　
各

部
局

人
材

育
成

計
画

に
つ

い
て

、
目

標
指

標
の

設
定

と
外

部
有

識
者

等
の

意
見

を
取

り
入

れ
た

実
績

評
価

を
行

う
よ

う
、

人
材

育
成

方
針

に
盛

り
込

む
こ

と
を

検
討

さ
れ

た
い

。

　
令

和
８

年
度

か
ら

、
各

部
局

が
作

成
す

る
人

材
育

成
計

画
に

、
目

標
指

標
と

し
て

部
局

別
専

門
・

技
術

研
修

受
講

者
の

「
業

務
活

用
度

」
80％

以
上

等
を

設
定

す
る

。
そ

の
上

で
、

研
修

後
に

ア
ン

ケ
ー

ト
形

式
で

４
段

階
評

価
を

行
い

、
こ

れ
に

よ
り

人
材

育
成

の
効

果
を

測
定

す
る

。
　

設
定

し
た

目
標

指
標

に
基

づ
く

各
部

局
で

の
効

果
測

定
結

果
を

も
っ

て
実

績
評

価

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
・
監
査
公
表
）

三



と
し

、
効

果
測

定
の

状
況

に
対

す
る

外
部

有
識

者
か

ら
の

助
言

も
得

な
が

ら
、

人
材

育
成

の
質

の
向

上
を

図
る

。
　

ま
た

、
既

に
意

見
聴

取
を

行
っ

た
外

部
有

識
者

の
助

言
に

基
づ

き
、

研
修

の
「

目
的

」
「

狙
い

」
「

意
図

」
を

明
確

化
す

る
た

め
、

部
局

別
専

門
・

技
術

研
修

の
申

請
書

様
式

を
改

訂
す

る
。

こ
れ

に
よ

り
受

講
者

の
主

体
的

な
学

び
を

促
す

。
（

人
事

課
）

【
措

置
済

】
　

令
和
八
年
五
月
十
九
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）
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